
支援はなぜ必要な人に届かないのか　　　119

支援はなぜ必要な人に届かないのか
―コロナ禍対策における行政サービス配送の不均衡

名古屋大学教授　荒見玲子

本稿は、パンデミックがもつ脆弱な層への異質的な影響を政策が是正で
きていない要因について、行政サービスの配送という観点から、対象者の
把握と支援を必要とする人の支援へのアクセスに課題があり、配送の不均
衡が生じたことを示す。具体的には、新型コロナウイルス感染症に影響を
受けた人への経済・生活の支援策について制度分析を行った。インクリメ
ンタルな政策形成と申請主義、対象者の把握における世帯主義という行政
実践により、支援へのアクセスが難しくなり支援を必要としている人が福
祉申立を諦め、政策の対象者が実質的に絞られる構造となっていた。その
結果、行政の想定する「典型的カテゴリー」から外れた不利な属性をもつ
人々には、支援が届きにくい上に、複数の不利な属性をもつ人には領域交
差的な影響が生じ、配送の不均衡が生じることが明らかになった。これは
最も支援を必要とする人に支援が届かず、届かないどころかその存在が不
可視化されるというパラドックスとなる。行政サービスの配送の不均衡に
より、支援を必要な人が必要性を訴えることもできなくなり、構造的な不
平等を拡大・固定化させるため、行政サービスの配送のあり方について見
直しが必要である。
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はじめに

本稿では、オンライン申請等の一部の論点に留まり、コロナ禍にかかわ
る議論において見過ごされてきた行政サービスの配送にかかわる課題を、
行政サービスの対象の把握及び支援を必要とする人の支援へのアクセスの
観点から検討し、どのような配送の不均衡が生じ、それがどのような要因
で生じた可能性があるのかを行政学的に検討する。
今回のパンデミックにおいては、その影響に異質性があり、危機以前に社
会的に脆弱な層（女性、有色人種、若年層や大卒未満の学歴、対人的・リモ
ートワークになじまない職種等）に甚大な被害が生じ、既存のセーフティネッ
トや制度構造の格差が増幅した影響を与えているとしばしば指摘される（例
えばGaynor and Wilson 2020等、日本ではKikuchi et al. 2021等）。本特集の
関心からはこれらの格差や不平等の増幅のジェンダー化が問題となる。
とはいえ、危機の影響が異質性をもつことそれ自体は簡単に防げるもの
ではない。リスクの曝露やその予防、曝露の健康に与える効果が社会的
にパターン化されていることが問題であり、社会政策は、本来であれば医
療へのアクセスから、感染予防のための正しい情報の入手、移動のネット
ワーク、職場の安全、所得保障など、健康の社会的決定要因（The Social 
Determinant of Health, 以下SDOH）の配分格差を縮小（Lynch 2020: 983–
984）・最小化させることが期待される。しかしそれにもかかわらず、現
状では異質性があるだけでなく、その結果格差が拡大していることが観察
されている。従って、新型コロナウイルス感染症の影響が異質性をもつと
きに、なぜ社会政策がそれを修正・最小化できないのか、コロナ対策禍
（金井2021）がいつどのような場面で生じ得るのかが問題になろう。
本稿では、既存のコロナ政策研究では言及が少ない「行政サービスの配
送問題」に焦点をあてる。配送問題とは、「行政サービスを具体的に住民
まで届けること」を指し、単なる分配の決定とその実施だけでなく、対住
民サービスのオペレーションそのものが課題となり、政治的決定とは異な
るメカニズムが作用する。以下では、行政サービスのなかで感染症により
生活に影響を受けた人への支援をとりあげ、その配送においてどのような
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課題・コロナ対策禍が発生し、なぜ支援は届かないのか、という問いを立
て、インターセクショナリティ（交差性）［1］に注意しながら、行政サービ
スの配送の課題を検討していく。
以下では、第1節で、先行研究及び概念の整理を行い、第2節で行政サ

ービスの配送にかかわり、どのような課題が発生し、特定のカテゴリーが
どのように不可視化されるのかを明らかにする。第3節ではコロナ対策禍
が生じているとすれば、行政の何によってインターセクショナル（交差
的）な効果が発生したのかを検討し、結論をまとめる。

1．行政サービスの配送の不均衡がなぜ問題なのか

⑴ 行政サービス配送への着目がなぜ必要なのか

コロナ危機やパンデミックを扱う既存の言説では、危機以前から社会的
に脆弱な層へより大きな影響が生じ、不平等が拡大する要因ついて、福祉
国家のあり方や社会政策の形成のあり方が問われてきた。特にジェンダー
の観点からは、日本の根強い既存の性別分業意識や女性の代表性の弱さ、
男性のケア労働へのコミットの弱さ（Htun and Jensenius 2020）、新自由主
義化、公共サービスの縮小等などが要因として指摘される。その対応策と
して、ジェンダー的な視点からは、伝統的な性別福祉国家のあり方の変
容、代表性の拡大、ケアニーズやケアの再評価などが提案されている［2］。
しかし、危機においてこうした諸点を改善する提案は必要なものの、それ
だけでは不十分である。なぜならば、政治過程において、過少代表されて
いる集団を視野に入れた意思決定が行われたとしても、そのまま配送され
るとは必ずしもいえない［3］。また、特定の集団カテゴリー内の異質性・複
雑さを考慮する必要もある。コロナ禍では同じ代表されていない層のなか
でも影響が異なるがゆえに対立も生じた。例えば、同じケアニーズの軽視
という課題について、同じ女性でもエッセンシャルワーカーと彼らに生活
を依存する集団、都市部と地方、若年層と非若年層の利害は異なってい
た。また、行政による政策の執行や行政サービスの配送は政治とは異なる
論理（＝専門性、非民主制、能力主義）で動く（金井2020）。行政学では、
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Kingsley（1944）以来、長らく代表的官僚制理論［4］において研究蓄積はあ
るものの、官僚制における代表性の改善が政策及び政策の効果を変え得る
のか実証的に決着はついていない。加えて、政治システムへのインプット
の経路は代表や利益集団のしくみだけでなくサービス配送現場での市民と
のコミュニケーションも考慮する必要がある。
危機で問題なのは、複数の脆弱な特性をもった層の窮状とニーズが不可
視化され、社会政策がSDOHを緩和できず、基本的な生存・生活すらも
脅かすことであろう。法社会学者のSandra Levitskyは、家族介護者の法意
識を研究対象に、個人が社会福祉問題の解決策をどのように想像するか、
そして自身が直面する社会福祉提供の現状に対する政治的理解が改革要求
へと発展する［5］のを妨げるものは何か、理解することが重要だと主張す
る。ニーズが満たされない人は、その状況に同意し、支援の必要性がない
と考えているわけではない。行政のカテゴリー化と支援の不十分さの結
果、文化的・物質的な資源が不足し、制度のもつ解釈的効果により家族に
よるケア責任のイデオロギーが強化され、日々の不満を組織化された政治
行動や異議申立につなげられない（Levitsky 2014）。ニーズを表明するこ
とすらできない家族介護者は現状をただ受け止めながら日々をやりくりす
ることとなり、そのまま不可視化されていく。
パンデミックでもこの視点を踏まえて、SDOHの配分格差の緩和が社
会政策によって達せられないのか、つまり政策がなぜ必要な人に適切に届
かないのか、を検討する必要がある。

⑵ 「行政サービスの配送」の類似概念との違い

本稿で議論する「行政サービスの配送」とは、行政が提供する公共サー
ビスが必要な人に適切に手元に届くのかに力点を置いている。行政学では
従来、「政策実施」という概念があり、達成すべき政策課題がすでに存在
し、決定されている局面を念頭に置き、いかに効率よく、紛争を招くこと
なくスムーズに実現するか（大橋2010）、政策決定と実際に政策が実行さ
れる実施のギャップ（Pressman and Wildavsky 1973）が生じるのはなぜか、
どのようにギャップを埋めるのかという観点から、研究が蓄積されてき
た。また、資源調達の場面から公共サービスの提供や提供主体について考
える「パブリックサービス・デリバリー（Public Service Delivery, 例えば
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Kekez et al. 2019）」という概念もある。しかし、これら概念は、政策目的
の実現を問題にし、必要な住民に公共サービスが実際に届くのかを問題に
しない。自力で行政サービスにアクセスできない、もしくは福祉申立
（Welfare Claiming, 例えばSoss 2002）が難しい住民は考慮に入らない。
行政サービスの配送は、割当（rationing. 対象者、サービスの種類、サ

ービス提供量や順番の調整）の政策決定以降の行政過程を指す。割当のデ
ザイン（受給資格・方法）に応じたプログラム・デザインの決定、配送主
体による周知、サービス対象住民の把握及び住民のアクセス、対人・書類
審査等による支給対象の認定・アセスメント、給付を直接的・間接的に物
理的に届けるという段階に細分化できる。この各段階で多くの主体の関
与、多岐にわたる行政学的課題が存在し、各段階がそれ以前の段階の問題
点の是正も含め十分に機能しているときにのみ行政サービスは適切に配送
される［6］。コロナ禍においては、感染防止及び迅速な給付を名目にプログ
ラム・デザインが決定され、それにより「サービス対象住民の把握」にま
ず課題が生じた。本稿では、自治体における行政サービス配送の起点であ
る「サービス対象住民の把握」すなわち「住民把握の単位」及び「住民の
支援へのアクセシビリティ」に対象を絞りプログラム・デザインを分析す
る。コロナ感染症対策として位置づけられた支援が、誰に届かなかったの
か、なぜ届かなかったのかを論じていく。

2．誰に届かないのか

新型コロナウイルス感染症対策は「国民の生命及び健康の保護」「国民
生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化」という2つの政策目的を実現す
るために構成され、それぞれ対応する政策手段がとられている［7］。後者の、
生活や事業に影響を受ける人への支援は大きく分けて3つの領域から構成
される［8］。これらの支援策のうち、個人が直接申請・受給できる支援につ
いて表1の通りである。

⑴ 事業者への支援

1つ目は、事業者への支援である。売上が減少している事業者・施設等
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表1　個人で直接申請・受給できる現金給付の一覧（簡略版）
①政策の類型（新規・延長／選別・普遍）　②政策目的（省略）　③施策目的（省略）　④支給内容・要件　⑤申請資格・支給先　⑥申請書類の数、受給
者による支給要件該当の立証の有無　⑦申請方法　⑧不正受給の警告の有無（省略）　⑨申請先・問い合わせ先・受付時間　⑩所管省庁・実施主体

1．�新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金　①新規・選別　④労働者の申請／支給要件確認書が必要／事業主経由の申請もあり　
⑤労働者個人　⑥書類数5～7、支給要件確認書、休業前・休業中の賃金を確認できる書類　⑦オンライン申請・郵送申請　⑨コールセンタ
ー／平日8:30～20:00、休日8:30～17:15　⑩厚生労働省

2．�新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）　①新規・選別　④令和3年8月1日～／
1日あたり定額6,750円／臨時休業等をした小学校等に通う子ども、感染した子どもの世話を行う保護者／業務委託契約の締結など契約のあ
り方に条件あり　⑤業務委託契約等を締結している個人事業主　⑥書類数5～8、臨時休業の期間と業務委託契約等がわかる書類　⑦配達記
録郵便　⑨コールセンター／平日9:00～21:00　⑩厚生労働省

3．�求職者支援制度（職業訓練受講給付金）　①延長・選別　④月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講、ハロー
ワークが求職活動をサポート／（訓練受講の要件）求職活動中他／（給付金の支給要件）本人収入及び世帯収入・資産の要件あり、世帯で同
時受給不可、訓練の8割以上に出席　⑤一定収入以下の労働者個人　⑥窓口面談　⑦窓口申請　⑨全国のハローワーク　⑩厚生労働省

4．�介護訓練修了者への返済免除付就業支援金貸付制度　①延長・普遍　④介護訓練を修了して、介護・障がい福祉分野に就職・もしくは再就
職した場合、20万もしくは40万の貸付／2年間勤務することで全額返済が免除　⑤条件に該当する個人　⑥窓口面談　⑦窓口申請　⑨各都
道府県社会福祉協議会、福祉人材センター　⑩厚生労働省

5．�高等職業訓練促進給付金　①延長・選別　④児童扶養手当の受給または同等の所得水準、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業、
対象資格の取得等の見込み／訓練期間中、月額10万円、訓練修了後、5万円を支給　⑤条件に該当する個人　⑥窓口面談　⑦窓口申請　⑨
ひとり親担当部署　⑩厚生労働省

6．��特別定額給付金（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連）※すでに終了　①新規・普遍　④給付対象者1人につき10万円／給付は、
原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み／日本で居住していても、住民登録がなければ不可、復活できれば基準日より後であっ
ても給付対象　⑤基準日に住民基本台帳に記録されている者／受給権者は、その者の属する世帯の世帯主　⑥申請書、振込口座の記入、支
給要件該当の立証が必要。DV避難者は、要件を満たす書類の提出（代理申請も可）　⑦郵送申請・オンライン申請（マイナポータル使用）　
⑨各自治体の特別定額給付金の特設担当部署　⑩総務省、実施主体は市区町村

7．��子育て世帯への臨時特別給付金　①新規・普遍　④児童を養育している者の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子
供たちに1人当たり10万円相当の給付／DV避難者は児童手当の変更届の手続きが必要／同居優先（児童手当に準じる）／外国人も基準日の
児童手当の受給者のみ対象　⑤児童手当の本則給付の受給者＋同等の所得の18歳までの児童の養育者／障がい児の入所施設・里親　⑥原則
プッシュ型（基準日時点での児童手当の本則給付受給者）、それ以外の支給対象児童の保護者等は申請が必要、受給拒否の人は申請　⑦郵
送申請　⑨コールセンター 9:00～20:00／各自治体の子育て給付金事務局　⑩内閣府・市町村

8．�住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金　①新規・選別　④基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の令和3年度分の住民税均等
割が非課税である世帯または家計急変世帯に10万円／世帯全員のそれぞれの年収見込が、市町村民税均等割非課税（相当）水準以下である
こと／複数回実施　⑤受給権は属する世帯の世帯主　⑥非課税世帯に送られた確認書を市町村に返送。家計急変世帯は要申請。収入額が確
認できる確認書類など3点を窓口への直接または郵送　⑦郵送・窓口申請　⑨コールセンター 9:00～20:00　⑩内閣府・市町村

9．�学生等の学びを継続するための緊急給付金　①延長・選別　④高等教育の就学支援新制度の利用者又は一定の要件をもとに大学等が総合的
に判断の上、推薦するものに対して、一律10万円を給付／日本学生支援機構の給付奨学金を受給している者は申込・推薦は不要　⑤学生個
人　⑥各大学の学生課等の窓口で申請、日本学生支援機構の受給者のうち辞退者は申請　⑦窓口申請　⑨各大学の学生課等の窓口　⑩文部
科学省・日本学生支援機構

10．�低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金　①延長・選別　④児童扶養手当受給者、その他、主たる生計維持者が住民税
非課税の子育て世帯に、児童1人当たり一律5万円を支給／任意の1か月の収入により経済状態を推定／DV避難者（都道府県ごとに集約）及
び原発避難者にも対応　⑤支給判定基準日の児童扶養手当・児童手当受給者、対象児童を養育している、主たる生計維持者　⑥児童扶養手
当・児童手当受給者は申請不要、収入減少世帯や高校生のみ養育している世帯、離婚協議中・DV避難中の場合は児童手当の要申請　⑦窓
口申請または郵送申請　⑨ひとり親世帯コールセンター／住民税非課税の子育て世帯コールセンター／土日祝日を除く9:00～18:00　⑩低所
得のひとり親世帯は都道府県、市及び福祉事務所設置町村／その他低所得の子育て世帯は市区町村

11．�緊急小口資金（生活福祉資金の特例貸付）　①延長・選別　④緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の貸付／20万以内（従来は
10万以内）／据置期間は1年以内／貸付利子は無利子、保証人は不要／償還期限は2年以内　⑤緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必
要とする世帯　⑥市町村社会福祉協議会で申込書を提出、借入申込書など7種類　⑦窓口申請・郵送申請　⑨都道府県・市区町村の社会福
祉協議会／コールセンター／土日祝日を除く9:00～17:00／動画あり　⑩厚生労働省・社会福祉協議会

12．�総合支援資金（生活福祉資金の特例貸付）　①延長・選別　④収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に、生活の立て
直しまでの一定期間（3月）の生活費の貸与（失業状態になくても対象）／貸付上限額は（2人以上世帯が月20万円以内、単身世帯が月15万
円以内／貸付期間は原則3月以内／据置期間は1年以内／償還期限は10年以内　⑤新型コロナウイルスの影響を受けて、日常生活の維持が困
難となっている世帯　⑥市町村社会福祉協議会で申込書を提出、借入申込書など7種類　⑦窓口申請・郵送申請　⑨都道府県・市区町村の
社会福祉協議会／コールセンター／土日祝日を除く9:00～17:00／動画あり　⑩厚生労働省・都道府県社会福祉協議会

13．�新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金　①延長・選別　④緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認
とされた世帯等に対して／収入要件は世帯全員の収入が基準額と生活保護の住宅扶助基準額の合算額以下／資産要件は預貯金が基準額の6
倍以下であること（ただし100万円以下）／求職等要件は誠実かつ熱心に求職活動を行うこと等／支給額は単身世帯は6万円、2人世帯は8万
円、3人以上世帯は10万円　⑤主たる生計維持者　⑥住民票の写し、世帯全員の収入関係書類など8～9種類、再申請の場合も再び同様の準
備　⑦窓口申請　⑨コールセンター／土日祝日を除く9:00～17:00／動画あり　⑩厚生労働省・生活困窮者自立支援機関

14．�住宅確保給付金　①延長・選別　④生活保護制度の住宅扶助額を上限に家賃額を支給／原則3か月、最長9か月まで／直近の月の世帯収入合
計額が、基準額の12分の1と、家賃の合計額を超えていないこと／世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていないこと／ハロ
ーワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことなど／3回目の延長申請も収入要件あり　⑤離職・廃業後2年以内の者も
しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している者　⑥生活困窮者自立支援相談機関を通じて
申請書等を送付　⑦窓口申請　⑨生活困窮者自立相談支援機関、全国905の福祉事務所設置自治体で1,317か所設置／動画あり　⑩厚生労働
省・生活困窮者自立支援機関

15．�償還免除付ひとり親家庭住宅支援金貸付　①延長・選別　④⑴児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある⑵母子･父子
自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意欲的に取り組むひとり親に住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無
利子貸付／貸付額は月上限4万円×12か月、無利子（連帯保証人は不要）、1年就労継続なら一括償還免除　⑤就労を通じた自立に向けて
意欲的に取り組んでいるひとり親　⑥窓口面談　⑦窓口申請　⑨都道府県または指定都市の市役所、母子家庭等就業・自立支援センタ
ー　⑩厚生労働省・母子家庭等就業・自立支援センター

16．�高等教育の就学支援新制度　①延長・選別　④学生生活に必要な生活費をカバーする給付型奨学金（返済不要）と授業料減免　⑤世帯収入
や資産の要件を満たしていること及び学ぶ意欲がある学生　⑥日本学生支援機構申請　⑦窓口申請　⑨各大学の窓口または日本学生支援機
構奨学金相談センター／土日祝日を除く9:00～20:00　⑩文部科学省・日本学生支援機構
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に対する給付金の支給、休業要請・イベントの中止要請に応じた事業者へ
の補償や支援、影響をうけた事業者・施設等の再生・活動継続の支援、商
店街や飲食店、観光事業の需要喚起、無担保融資、事業再構築補助金、感
染対策の導入支援事業などが該当する。すでに申請は終了したが、2020
年度に実施された持続化給付金や家賃支援給付金、2021年度に実施され
た中小法人・個人事業者のための一時支援金なども含まれる。これらは、
個人事業主から中小法人まで広く対象にしており、国の所管省庁からの補
助金等で賄われ、国の支援メニューだけで2022年3月6日現在で16事業
ある。あわせて、自治体が地域の実情に応じて事業者支援等の取り組みが
できるよう「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が創
設・交付されている。加えて自治体独自・上乗せで、感染拡大防止の協力
金や、特定業種の事業者向けの支援金がある。これらの事業主への支援
は、雇用の面で人々の生活を支える狙いもある。

⑵ 雇用にかかわる支援

2つ目は、雇用支援及び職業訓練にかかわる施策である。現在8つの支
援制度があり、事業主による雇用の維持のための休業手当の支給への補
助、休業手当を払えない事業主に代わって払う支援金、トライアル雇用の
促進や職業訓練をすると支援を受けられる自立支援型の支援に分類でき
る。しかしこれらの支援策は支援を必要な人に「届ける」という観点から
は課題が多い。
第一に、これらの制度のうち、個人で申請でき、個人に対して支給され
る助成金が少ない。また、事業主に給付する助成金が中心で、雇用主の協
力を得ないと申請が難しく、雇用環境が劣悪な場合には、利用がしにくい
プログラムである。また、第5波以降創設された「小学校休業等対応支援

17．�孤独・孤立等に関する支援制度・相談窓口　①延長・普遍　④国や地方公共団体の支援制度や相談窓口を案内。孤独・孤立に悩む人に向け
て様々な活動を行うNPO等を支援　⑤～⑧―　⑨内閣官房孤独・孤立対策担当室／各自治体精神保健福祉センター　⑩内閣官房孤独・孤
立対策担当室／各自治体精神保健福祉センター／厚生労働省自殺対策推進室・社会援護局書記室等各省庁関連部署

18．�各種減免制度（事業にカウントせず）　①延長・選別　④社会保険料の猶予、厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定、国税・地方税
の申告納付期限の延長・徴収猶予、国民年金保険料の免除・納付猶予、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免・徴収
猶予　⑤～⑧―　⑨各自治体担当課　⑩―

19．�支払猶予（事業にカウントせず）　①延長・選別　④水道料金・下水道使用料　⑤～⑧―　⑨各自治体水道局　⑩―

出典：内閣官房ウェブサイト（https://corona.go.jp/action/）、横浜市ウェブサイト（https://www.city.yokohama.lg.jp/
city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/shien-shimin/index.files/shien-kojin.pdf）、各事業の所管省庁のウェブサイト
等より筆者作成。この簡略版で省略している項目は、日本政治学会ウェブサイト掲載のOnline Appendixを参照
されたい。
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金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）」は、フリーランスや個人事
業主でも申請できるものの、該当する業務委託契約の要件が、日や時間等
を前提とした報酬などというように厳しく、申請できる人は限定されるだ
ろう。第二に、申請主義をとっており、手続きが煩雑、不便である。具体
的には、支給要件に該当するかについての立証について事業主の協力が必
要、それにもかかわらず不正受給への警告、書類の多さ、説明の難しさ、
問い合わせ可能時間が短く、ホワイトカラーの勤務形態を前提にしている
こと、個人の申請を可能にしているのに対面の相談窓口がない、など申請
への障壁が高い。第三に、トライアル雇用に対する支援や、職業訓練や就
職支援金等の貸付金があるものの、世帯及び本人の収入・資産の要件が厳
しく、支給金額も少なく、出席要件も厳しく利用しにくい。感染症対応で
特例措置（収入要件の緩和や欠席を認める、訓練期間の短縮など）を設け
ているものの、現在雇用がない状態の人にとっては、例えば子育てや介護
をしていれば預け先や費用の課題があり、雇用以外の複数の困難を抱えて
いる場合などはなおさら、職業訓練の受講など難しいだろう。また、外国
人の労働者に対しても、ウェブサイトへの案内はルビ付きの日本語がある
ものの、その先は、一部は多言語対応版があるものの、多くは一般の日本
人と同様のサイトへ移行するため、日本語が堪能だったり、NPO等支援
者の支援がなければ申請は難しいと考えられる。
以上の議論を部分的に裏付けるデータとして、梅屋・武田（2021）（以
下NRI調査）によると、コロナ禍でシフトが減ったパート・アルバイト
女性のうち、シフト減でも休業手当の対象になることを知っている人は2
割、「新型コロナウイルス感染症対応休業給付金・支援金」を知っている
人は1割強であった（いずれもN＝5150）。また、知っている人でも申請
していない人は86.4％（N＝1428）、申請しない理由は「自分が対象にな
るとは知らなかった」（66.5％）、「申請方法がわからなかった」（23.7％）、
「勤め先に申請したことを知られることに心理的抵抗があった」（13.8％）、
「準備・申請する時間がなかった／面倒であった」（13.7％）と続く（N＝
1235）。オンライン調査に回答できるような人でも、制度の認知も利用も
十分になされていなかったことがわかる。
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⑶ 生活の支援

3つ目の支援は、感染症対策としての生活支援である。現在11事業あり、
過去の特別定額給付金を含めると12事業ある（表1）。これらの事業以外
に自治体独自の支援があり、また平時の社会福祉・社会保障制度が存在す
る。コロナ対策として位置づけられている12事業を分類すると、その所
得・資産による選別性の強さ［9］とコロナ対策を主目的に新設しているか、
既存の政策の延長上にあるのかどうかで、大きく3つの類型に分けること
ができる（延長・普遍の類型は日本には存在しない）。第一に、特別定額
給付金、子育て世代の臨時給付金など相対的に普遍性が高く、コロナ禍対
策を主目的にしている事業である。第二に、住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金、低所得の子育て世代に対する子育て世帯特別給付金など
選別的給付や貸付である。第三に、償還免除付ひとり親家庭住宅支援資金
貸付金など、既存の施策を拡大・緩める形で行われる事業である。
これらの生活にかかわる現金給付についても「届ける」という観点から
課題があった。第一に、「全国全ての人々への新たな給付金」［10］と普遍性
をもたせるはずの給付が受給資格・受給要件の設定の硬直性により、実質
的に排除を生んでいた。この排除は、DV等被害者や施設入所児童、短期
滞在の外国人、路上生活者等をはじめ、様々な課題を抱えている人に影響
を与え、加えて、複数の複合的な不利を抱えている人の救済可能性を限定
し、不可視化したために、普遍的な給付における空隙となった。
例えば、特別定額給付金の給付から排除されたのは大きく分けて3つの
層であった。第一に、支給対象を「給付対象者は、基準日（令和2年4月
27日）において、住民基本台帳に記録されている者」、受給権者を「その
者の属する世帯主」としたことで、家族と不和、場合によってはDVを受
けている等、相対的に家庭内で弱い立場の人々（児童・障がい者・高齢者
含む）が、給付金を受け取ることが難しいしくみになっていた。各種支援
団体やメディア等からの批判もあり、閣議決定2日後以降の2020年4月22
日から5月1日にかけて断続的に総務省の特別定額給付金室より断続的に
事務連絡で対応指針が示された［11］。しかし、対応は十分とはいえず、例
えば期間を過ぎても申請を受ければ受給できることとなったとはいえ、事
前申出期間［12］が7日以内とはあまりにも短い。加えて、支給要件を満た
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すことの立証を申請者がしなければならず、しかも第三者が証明する書
類［13］の交付を受ける必要がある。また、虐待等で施設に入所している児
童や障がい者、高齢者については、施設職員の措置自治体への代理申請が
基本となった他、一時保護や短期入所の場合［14］は原則本人に給付なしで
例外的に自治体の判断に委ねられた。また、5月1日以降に入所が決定し
た場合で、虐待を行っている保護者や養護者にすでに支給されてしまった
場合は、当該個人には支給がなされない［15］。
第二に、住民基本台帳対象外の3か月未満の短期滞在者や特定活動に従
事する正規滞在外国人は受給資格から外れた。特に特定活動者は既存の在
留資格に該当しない寄せ集めの在留資格で、住基対象外の特定活動者は、
申請から8か月未満の難民申請者と出国準備中の外国人と想定されるが、
就労を認められていないため、経済的に困窮している可能性があった（鈴
木2021: 79–80）。加えて、申請への実質的なハードルが手続き上高い。例
えば、翻訳言語が少なく（12言語、国勢調査は28言語）、申請書類に日本
人でも判りにくい役所用語が用いられていた。また基準日前後に在留資格
や在留期間の変更があった場合や、難民申請をしている子について追加的
な特例措置［16］が取られたものの、この5月20日に発表された特例措置に
ついての公表言語は日本語で、特例措置を受けるための立証は申請者が行
う必要があり、在留資格にかかわる提出書類の煩雑さ、申請締切までの期
間が自治体によって2か月から3か月程度、と周知や手続き面で実質的に
申請が難しくなっていた（鈴木2021: 81–82）。加えて、世帯主が受給権者
であることから、親が難民申請をしたものの認められなかったり、親がオ
ーバーステイなど、日本で生まれて育ちながら、「仮放免」という立場で
制約のある生活をしている子どもたち［17］には支給されず、本人に帰責で
きない事情で困窮に陥る場合も想定される。
第三に、路上生活者や無戸籍者［18］の排除である。住民登録のない路上
生活者は申請が非常に難しくなっていた。まず、路上やネットカフェで暮
らしていて、登録上の住所地を離れていると申請書を入手できない。さら
に、住民登録がない場合は、登録するまでは申請できない。一時的な保護
施設である自立支援センターやネットカフェ、簡易宿泊所も、管理者の同
意を得て住所として認められる場合がある、また窓口給付の際には、銀行
口座を持っていない場合の本人確認の方法の緩和など支援を進める等、総
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務省から通知［19］が発出されたものの、「住所の認定については、個別具体
の事案に即し、生活の本拠であるかどうかを総合的に判断して決定される
ものなので、各市区町村において判断」する必要があった。現実的には、
自治体の裁量に依る部分も多く、加えて「自立支援センター」等に空きが
ない、「ネットカフェ」が休業している、経営者から断られるなど難しい。
また、路上生活者も家族に知られたくない、親族等からの暴力被害等を受
けた経験等がある、多重債務者で債権者の取り立てから逃れるため［20］な
ど、住民登録を望まない人もおり、住民登録により受給のハードルが非常
に高くなった［21］。東京都渋谷区では、DVを受け路上生活をしていた男性
が、「DV被害者として相談をうけているのは、女性と子どもだけ」とい
う理由で確認書の拒否をされた事例もあった（本山2020）。
特別定額給付金室も走りながら外部の指摘を反映し、視覚障害者への支
援なども行ったり、困難を抱えた人たちへ、自治体ができる限り対応がで
きるようなしくみをつくり、できる限りのフォローをしたことが事務連絡
から垣間見える。しかし、最も問題なのは、特別定額給付金の支給要件か
ら排除された単一の属性の人は、徐々に運用面で救済がなされつつあった
ものの、子ども・不法滞在、暴力の被害者・路上生活者、といった2020
年4月下旬の時期に複合的な困難な課題を抱え、複数の権力勾配の交差点
に立たされた人は、それがゆえに、給付を受け取れないどころか、給付を
受けられるように行政に働きかけることすらできなかった可能性があり、
事実上そのような人々の存在は見えなくなったことである。
「届ける」という観点から課題の2つ目として、選別的な給付にも課題
があった。そもそも多くの支援が、既存の施策の延長であった。そのた
め、まず前提として新型コロナウイルス感染症によって家計が急変して、
非課税世帯となったり、失業したり、住居を失うほど困窮した場合［22］を
除き、利用できる支援は社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付、すな
わち借金のみであり非常に支援の対象が狭く設定されていた。加えて、第
一に、申請主義をとっており、収入要件や資産要件をはじめ、困窮状態に
ある立証を申請者が行わなければならず、手続きが複雑であり、7～8種
類の書類を求める申請が多い。また、問い合わせをしようにも自治体の窓
口の場合は、開庁時間、コールセンター等も土日祝日を除く9時から17時
まで（長くても20時）と短い。いずれも申請を抑止する効果をもつ。
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第二に、給付や貸付、償還免除の要件に自立支援のための行政とのかか
わりをもち続けることを求められる事業がほとんどであった（総合支援基
金の再申請、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金・住居確保
給付金、ひとり親家庭住宅支援金貸付など）。特に就職活動については、
「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」と、求職活動が「誠実・熱心」と
認められなければ支給要件から外れ［23］る可能性がある。支援機関と定期
的にコンタクトを取らざるを得ず、例えばひとり親家庭や、家庭内に複合
的な課題を抱える人は、この義務をうまくこなせないことを危惧し、申請
に踏み切れないことは容易に想定できる［24］。なお、2020年度の生活保護
申請件数が22万3632件、2021年度は23万5063件［25］にもかかわらず、借
金である社会福祉協議会による緊急小口資金の申請件数が2022年3月12
日現在でこの2年間で約154.8万件、総合支援資金の申請件数が170万件、
というのは、日本の現金給付を控える以前からの支援のあり方が反映され
ている。これだけ困窮者が「借金」を選んだのは、日本の社会福祉へのス
ティグマの強さだけでなく、手続きが支援メニューのなかで比較的簡素で
あったことも大きいだろう［26］。また、このような申請抑止にもつながる
申請主義が取られた結果、前出のNRI調査では、こうした選別的な生活
支援を知らなかったシフト減パート・アルバイト女性（N＝5150）は7割
を超えており、今後国や自治体の支援制度の利用促進において最も有効だ
と思うことは、「申請しなくても、条件を満たす人や世帯に対して適する
支援が提供されるようになること」（22.4％）と回答している。
日本人でも非常に申請のハードルが高い配送のしくみは、外国人やホー
ムレスなど様々な課題を抱えている人びとには、さらに実質的に利用しづ
らいものとなる。住居確保給付金など国籍や在留資格を問わず要件を満た
せば適用対象となるものでも、外国籍者への適用が限られていること、申
請書類や手続きが日本語、しくみが複雑すぎるといった理由で活用しづら
いと外国人の支援者などからたびたび指摘されきた［27］。
課題の3つ目は、住民把握の方法である。文部科学省所管の就学支援の
しくみを利用した事業を除き、ほぼすべての給付が世帯単位での所得の補
足・支援金等の給付を前提にしている点である。この世帯単位に基づいた
制度設計は、普遍的な給付・選別的給付の区別なく問題が生じた。第一
に、普遍的な給付について、特別定額給付金では受給権者が世帯主とされ
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たので、制度開始当初DV避難者や成年後見人等が選任されている場合な
ど、先述の通り対応が遅れ、実質的に支給ができない場合があった。そも
そもDV避難者であることを自ら証明することもそう簡単ではない。加え
て、子育て世帯への臨時特別給付金も児童手当等の受給者である主たる養
育者が受給対象のため、DV避難者や基準日以後に離婚したひとり親家庭
などは申請をしなければ給付が届かなかったり、国の定める手続きでは申
請ができず、国の地方創生臨時交付金などを活用しながら自治体が独自の
対応を取ることで問題解決を図る場合が見られた。また両制度とも離婚や
DVに至らなくても使途について当事者間の話し合いで解決ができない場
合などは、国の定める手続きでは申請ができず救済もなかった。他方、子
育て世帯への臨時特別給付金所得制限を児童手当の所得制限と同様にした
ため、主たる養育者個人の所得が支給基準となり、世帯全体の収入は考慮
しないため、高収入の共稼ぎ夫婦にも支給されたり、合算方式が共働き中
間層には不利になる、など様々な形で不公平感が生じた［28］。
第二に、選別的な給付についても、既存の制度設計の延長となるものが
多く、ほぼすべて世帯単位で制度設計がなされ、選別基準に世帯構成員の
状況の申告を求めるにもかかわらず、配送においては世帯がブラックボッ
クス化した。例えば「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は世
帯全員のそれぞれの年収見込を必要とするし、生活福祉資金の特例貸付は
単身世帯か2人以上世帯では5万円しか違わなかった。住宅確保給付金は、
世帯収入合計額や世帯の預貯金の合計額が基準とされた。しかし、生活困
窮者もしくはそれに近い世帯において身体的・精神的暴力には至らず直接
保護の対象にならない、経済的搾取やコントロールが生じ［29］、世帯主以
外の構成員が困窮に陥っている場合、こういった選別的な支援すらも受け
られない。また、婚姻関係に至らないカップル段階で事実上扶養関係にな
いにもかかわらず、生計をともにしている世帯だと行政からみなされても
支援を受けられない。また女性が自身の生活水準を落とし、世帯全体や子
どもの生活が貧困に陥らずに維持されていることは少なくない（例えば丸
山2020）が、こうした場合も支援対象とはならない。世帯内の所得分配
にかかわる様々な事情や個人のニーズが支援の際に不可視化されてしま
う。コロナ禍によってステイホームをせざるを得なくなり、家庭内の虐待
やDV相談件数が過去最多［30］であることはよく知られているものの、こ
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うした家庭内の状況が悪化している場合に世帯のなかで所得・資源がうま
く配分されない場合が存在するのは想像に難くない。ましてや、家庭内の
状況が悪化しており、それ以外の不利（例えば日本語が使えない、ケア負
担を背負う、健康に問題を抱えるなど）が加わった場合は、なおさら支援
を受けることは難しく、存在すら不可視化される。
以上の議論をまとめると、プログラム・デザインからわかるのは、支援
を難なく利用できるのは、①住民票がある、②日本語が使える、③自律し
た大人であり、④健康に問題がなく、⑤家庭内で不和や問題を抱えない、
⑥職場が休業補償など処遇をきちんとしてくれる、⑦ケア責任がさほど重
くない、という属性をもった人であり、日本で従来想定されてきた標準的
な家族を営む男性像に近い。他方、事実上こうした属性が1つでも（場合
によっては2つ以上）欠けると必要な支援が実質的に得られない。①②③
を前提に④⑤や⑥⑦が欠けると選別的な保護を受けられるしくみになって
おり、支援を受けやすい属性を多く失うと、本来は最も支援を必要として
いるにもかかわらず、配送が届かないパラドックスがあるといえよう（図
1）。そして、複合的な困難な課題を抱えている人は、単一の不利を抱えて
いる人のように、制度を改善するよう行政に働きかけることすらできず、
代弁もされず、自分が支援されるべき存在だとも思えず福祉申立もでき
ず、そのような人々の存在は見えなくなった。「届かなさ」には交差性が
ある。それではなぜこのような配送の不均衡が生じているのだろうか。

3．なぜ届かないのか

選別
⑥ケア責任がさほど重くない
⑦職場が処遇をきちんとして
　くれる

選別
④健康
⑤家庭内での不和・問題を抱
　えない

普遍
①住民票がある
②日本語が使える
③自律している

図 1　支援が配送される条件
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⑴ 配送を妨げる要因

第一に、インクリメンタルな政策形成と既存の政策課題及びプログラム
デザインの転用である。金井（2021: 239–257）が2021年度の地方財政対
策の検討で示したように、公的財政出動の多くはCOVID-19対策の充実
を目的とするものではなく、従前から想定されてきた事業の予算が中心で
ある。新型コロナウイルス感染症にかかわる支援策も同様であり、新たな
政策は、小学校休業等対応支援金や特別定額給付金、子育て世帯への臨時
特別給付金や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金ぐらいで、多く
の政策メニューは、雇用調整金の特例措置の拡充や生活福祉資金の特例貸
付をはじめ、既存の厚生労働省がもっている政策メニューの要件緩和をす
る形で実施されたものであった。そのため、コロナ対策禍として生じた学
校が休校になることでのケア負担の問題、家庭内の不和の問題など、接触
を避けるコロナという災害特性を踏まえた上でのきめ細かな支援策になっ
たとはいえず、現実的なオプションとして使いにくいしくみである。
特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金など純粋にコロナ対策
のための政策についても地域振興券や定額給付金といった「自治事務・予
算補助方式」（川手2021）というように過去の政策配送手段、既存の児童
手当や児童扶養手当の配送手段をできる限り用いて行うこととなった。ま
た、準備が整っていないにもかかわらず政治判断（アジア・パシフィッ
ク・イニシアチブ2020: 374）でマイナンバーカード及びマイナポータル
を用いることにしたため、混乱が生じた。支援を届けるという観点からは
給付コストが増大するにもかかわらず、迅速性を重視する、給付の重複を
防ぐといった理由で、既存の配送方式を使用したため、世帯主に給付金が
集約される、主たる養育者が受け取るという配送方法がとられた。結果的
に、既存の配送の不均衡が維持され、支援を受けやすい人に支援が届き、
結果的に支援が必要な人にこそ届きにくいという事態が生じた。
第二に、申請主義である。子育て世帯への臨時特別給付金や低所得の子
育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について、児童手当の振
込先口座情報を用いたプッシュ型の給付を用いていた点は評価できるもの
の、基準日以後に家庭内で問題が生じた場合などは他の給付同様申請が必
要だ。申請主義の行政側のメリットは、給付数の抑制、申請の際の面談で
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申請者の状況を確認でき抑制できる（水際作戦、例えば稲葉2021）、不正
受給の予防（適正化、濫給防止）である。濫給と漏給はトレードオフであ
り、濫給防止を目指せば漏給は当然に増える。しかも、申請主義は、利用
者が物理的にも能力的にも時間的にも申請の手続きができる状態にあるこ
とを前提としているしくみで、支援の必要な人にとってはいずれの手続き
もハードルが高い。そもそも多くの給付が選別的で所得審査や資産調査を
伴い、支給要件の該当性を自ら立証しなければいけないなど、行政が1つ
1つ課す行政本位の手続きや問い合わせ時間の短さ、例外カテゴリーに追
加的負担を要求するしくみなどがすべて負担になり、申請の「抑制」につ
ながる。NRI調査が示している通り、困窮者の多くは自分が受給の対象外
だと考え、対象内だと知っていても、物理的・心理的・能力的理由から申
請を諦めるのである。
第三に、住民把握の方法の課題である。第一、第二の課題にもかかわる
が、今回のコロナ禍で明らかになったのは、日本において、住民個人の状
況を把握し支援を届ける方法が十分に確立されていなかったことである。
まず、日本の福祉国家は男性稼ぎ主の働く企業、地域社会互助、家族とい
った中間団体を通じた社会保障を提供している。その結果、個人と福祉国
家が直接結びついておらず、こうしたしくみからこぼれ落ちる人を申請主
義で対応するという方法を長らくとってきた［31］。次に、行政分野によっ
て「世帯」の範囲が異なる。社会保障の給付に必要な、税の捕捉や給付を
行うための最小単位を、世帯主と扶養家族からなる同一生計を営む世帯と
設定している。他方、住民基本台帳や国勢調査などでは国が住民を把握す
る最小単位は同一生計・同一居住の「世帯」が前提となっている（瀧口
2018: 47）。加えて、社会保障制度内で制度によって世帯の概念は同一で
はない。例えば、現実の生計維持関係を重視する生活保護法の「世帯」概
念と、住民基本台帳の記載を拠所とする国民健康保険法及び介護保険法に
いう「世帯概念」は異なる（本沢2003: 193–195）。児童手当や児童扶養手
当における「世帯」は支給対象者及び手当を受けようとする者とその民法
上の扶養義務者から構成される。その結果、住民基本台帳制度、地方税制
度、医療保険制度、生活保護制度、手当制度（児童手当と児童扶養手当）
の順番にその範囲が広がり、地方税制度と生活保護制度、手当制度は、行
政の主体的な認定が行われる。住民把握のしくみにものさしの違う「世
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帯」概念が埋め込まれている状態となっており、一律に個人の状況を把握
し普遍的な支援を届けることができないしくみになっている（瀧口2018: 
112–113）。今回の新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援金について
も、依拠する既存の制度ごとに世帯の範囲が異なり、生活困窮者自立支援
制度や手当制度を転用・拡大した給付金などは、世帯の認定も行政が主体
的に行った可能性が高い。
近年、基礎年金制度の3号被保険者の制度の課題をきっかけにジェンダ
ー研究や経済学からは、一部の就業形態や家族形態に有利に思える現行制
度の枠組みが、働き方や家族のあり方が多様化する現代では不公平感を生
じさせるため、個人の多様な選択にとってより中立で公平的な制度設計が
求められ（横山2002）、税や社会保障制度の個人単位化が主張されるよう
になった。デジタル化の進展に伴うマイナンバーカードの普及が解決策と
して期待されている向きもあるが、それだけでは税・社会保障給付の個人
単位化は容易ではない。第一に、個人情報の分散管理・分権化の結果、本
人同意がない限り、ある行政機関は、税務申告、社会保障給付、公共料金
の支払い等に関して他の省庁が取得・収集した国民の口座情報を目的外の
使用はできない。そのため、普遍的な給付を個人に配送するときの手段は
存在しない。なお、瀧口（2018: 137）が指摘するように、制度ごとの世
帯の範囲が異なる現状で、住民の個人データを自治体として統一的に管理
できないため場当たり的な対応になっており、DVなど世帯内の個人情報
保護を行わなければいけない場面で実務的に課題が残っている。
第二に、税の捕捉が世帯単位で行われていること、また、例えば社会保
険制度の拠出の単位と給付の単位の整合性のように、要保障事由の発生要
因、費用負担、給付などから社会保障制度全体の整合性（岩村2005）を
考えると、住民個人の状況を把握し支援を届ける「個人単位」の制度の導
入は簡単ではない。自営業者に関する所得捕捉の難しさ、保険制度におけ
る地域差の問題、既婚者と独身者の社会保障制度の受益の差などから、拠
出能力の低いカテゴリーに不利に働く場合も想定でき、個人単位のしくみ
が本当に公平なしくみであるといえるのか、という点については疑問も呈
されている（中益2015: 119–120）。それに加え、対人支援を行う支援者側
の論理では、家族関係を把握する世帯単位のほうが家族全体の課題を把握
して支援しやすいことも指摘されている。
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他方、社会保障法における「世帯」とは、生活の現実に着目して構成さ
れた立法技術的概念であり、受給者に利益をもたらす機能と、負担をもた
らす機能と2つの側面があり、家族をもつことの社会的意義の評価とリス
クの調整が課題となるが、「世帯」や「被扶養者」の明確な定義規定がな
く、民法上の扶養義務との関係を明確にしないまま、立法者のご都合主義
で用いられてきた（本沢2003: 193–196）との批判がある。実際、生活保
護制度や手当制度における行政の「世帯」認定の裁量は、受給者の立場か
らは給付の予測可能性を減少させ、支援へのアクセスの抑制につながる。
さらに、本稿では、世帯のなかで所得・資源がうまく配分されない場合
に配送は個人まで届かず、現行の世帯単位の給付では支援から排除される
ことを明らかにした。こうした配送の不均衡は交差性が発生し得る。行政
サービスの配送の観点から「世帯」が埋め込まれた現行の住民把握の方法
は課題が多く再検討が必要である。

⑵ 行政実践の男性性

以上の課題に共通する要素として行政の公平性の捉え方の特質を指摘で
きる。今回のプログラム・デザインは新自由主義的な視点、すなわち有効
性・効率性・迅速性といったマネジアリズム的基準が配送の手段を考える
上で重要視され、加えて形式的公平性（一律性）が重視された。行政は誰
が行うか、誰に行うかによらず、形式的に同一の取扱いが期待され、公平
性を欠いた行政は正当性がなく、行政は公平性の確保に敏感であり、「人」
の要素が排除される。実質的公平性の確保は、政策判断を必要とし、きわ
めて論争的であり（金井2020: 11章）、時間がかかる。
ジェンダーの視点からこの状況を捉えると、こうした配送の不均衡を生
じさせる行政実践そのものが男性性をもつといえる。形式的公平性への重
視は、客観性と中立性に由来し、それらに基礎づけられた専門知は政治か
ら行政を分離させ、行政権力に正統性をもたせてきた（Stivers 2002）。官
僚制そのものがジェンダーバイアスをもつことはフェミニスト理論におい
て従前より指摘されていたが、近年は、人種やエスニシティ、ジェンダー
を考える上で、行政システムや行政実践における白人性や男性性について
より直接的に検討する必要性が提唱されている（例えばPortillo et al. 
2022）。政策を評価する際に、必ずしも中立ではない、交差性をもつ行政
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実践について着目することで、特定の典型集団から外れた人々に対する不
平等を強化している構造になっていないか、個人の能力に原因を帰してい
ないか留意する必要がある。

おわりに

本稿では、新型コロナウイルス感染症において「国民生活及び国民経済
に及ぼす影響の最小化」を目指す支援策のプログラム・デザインを政策の
対象者の視点から検討し、パンデミックがもつ脆弱な層への異質的な影響
を、政策はなぜ是正できていないのかを明らかにした［32］。支援策は次の3
点の特徴をもつ。第一に、個人ではなく事業者中心の支援が多く、個人の
所得補償につながる事業が少ない。これは日本の戦後福祉国家の特徴を、
また災害復興政策の特徴をそのまま反映し、今回も踏襲されたにすぎな
い。第二に、普遍性をもたせるはずの給付が住民登録されている世帯主や
児童手当の受給者を受給対象者にするという設定の硬直性や申請主義等に
より、申請へのハードルが高まり、実質的に排除を生んだり、受給対象者
の不公平感を生んだりした。第三に、支援メニューが既存の事業・施策を
転用する形で使っているものが多いことから、全般的に選別的な事業が多
い上に、ケア労働を担っている人には参加しにくいような自立支援事業へ
の参加が必須だったり、世帯単位での所得合算や給付により世帯内の様々
な事情を反映できなかったり、選別的な給付にもかかわらず、さらに実質
的な申請の抑止につながっていた。
こうした行政のそれぞれの事業の事情によるカテゴリー化が行われ、第
一に、支援を必要としている人のなかで、ケア労働を担いながら、非正規
労働に従事している人、貧困、障害、家庭内の不和・暴力といった課題を
抱えている人、外国籍で不利を抱えている人、路上生活者など不利な属性
をもった人々に今回もまた支援が届きにくくなった。第二に、子ども・不
法滞在、暴力の被害者・路上生活者、日本語が話せない経済的DVの被害
者など複数の不利な困難・属性を抱えている人は、単一の不利を抱えてい
る人とは異なり、給付を受けられるように行政に働きかけることすらでき
ず、誰かが代弁もしようもない。日本で従来想定されてきた標準的な家族
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を営む男性像に近いような支援を受けやすい属性を多く失うと、本来は最
も支援を必要としているにもかかわらず、配送が届かないパラドックスが
生じたのである。そして、複数の不利を抱えている人々は、支援が配送さ
れにくい構造になるばかりか、「実質的」に申立できない状況に置かれて
いるにもかかわらず、行政の支給要領やQ&Aにも現れないケースとして
不可視化されてしまうこととなり、配送の不均衡は交差性をもっていた。
第三に、今後さらに頑健な実証が必要だが、不可視化されてしまった人々
は、Levitskyの問題設定のように自分が支援を受けられるとも認識せず、
また自分は対象外だろうと思っていたり、物理的負担や心理的抵抗に躊躇
し、諦めてしまう可能性もうかがえた。
配送段階での排除は福祉アクセスの阻害にもつながる。支援が必要な状
態であるとき、人はむしろ他人とのつながりが次第に希薄になったり、自
分から関係構築することを躊躇したりする場合もある。人やコミュニティ
とのつながりは、情報へのアクセス可能性の多寡を意味し、社会保障や各
種制度、コロナ禍での助成金、支援金などについての情報の糸口になる。
これまでも主体として尊重されなかった層へ、政策の配送が失敗し、より
声を挙げられなくなり、不平等が構造的に強化されてしまう悪循環に陥る
可能性がある。こうした悪循環を防ぐべく、配送を阻害する要因として、
インクリメンタルな政策形成と既存の行政課題の転用・混入、申請主義、
住民把握の方法の3つの課題を指摘した。ポストコロナ社会において、既
存の行政の脆弱な立場にある人々への支援の配送を通じたエンパワメント
を阻害するしくみは、見直しをしていく必要があるだろう［33］。

［1］ インターセクショナリティとは、「交差する権力関係が（中略）、社会的関係や
個人の日常的経験にどのように影響を及ぼすのか」を検討する概念であり（コ
リンズ／ビルゲ2021: 16）、1つのカテゴリーを軸として差別を捉えようとせずに、
それぞれの集団でそれ以外の点では特権を付与されている人の経験とは違う、
複合差別とは異質な交錯を捉える（清水2021: 140–145）。

［2］ 内閣府男女共同参画局「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書
（令和3年4月28日）」では「固定的な性別役割分担モデルとそれに立脚した様々
な制度の見直し、無意識の偏見を早急に見直す良い機会」（p.34）と言及する。

［3］ 女性包摂を目指す試みとジェンダー平等を明確に区別し、前者を「女性を加え



支援はなぜ必要な人に届かないのか　　　139

てかき混ぜる」アプローチと位置づけ、この試みがジェンダー化された二分法
を強化し、ジェンダー化されたネオリベラルな世界秩序をいかに強化している
かについて注意深く考察した研究としてEllerby（2017）。

［4］ 日本では代表的官僚制理論について実証的に正面から取り組んだ研究は管見の
限り存在しない。ジェンダーの観点からの研究が元来少ない行政研究において
も代表性、端的には「女性がいない」「少ない」ことが問題とされてきた。堅田（2021）
は、「差異の承認や多様性の名の下に、経済的不平等が放置される動き」を批判し、

「パン（具体的な所得補償）もバラ（称賛や感謝）もよこせ」と主張する。ネオ
リベラリズムが差し出す「バラ（のようなもの）」では解決できない「パンをよこ」
すことを妨げるしくみについて考察する必要がある。

［5］ 政策が誰の政治行動を制約し、既存の構造を強化するのかについて、政策学で
はPolicy Feedbackの研究系譜が存在する。

［6］ 各段階での課題は、別稿で論じる。なお、割当の政治的決定とプログラム・デ
ザインの決定は、現実的には重なる場合もあり、厳密に区別はできない。

［7］ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症対策
本部による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和3年11月
19日（令和4年3月4日変更）版）及び金井（2021: 178–184）を参照。

［8］ 内閣官房ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」
（2022年3月6日最終閲覧）。

［9］ 所得・資産調査が行われる場合、支援の受給にスティグマが付与され、受給者
が支援を受けるハードルが高まることは社会政策研究では知られている。

［10］ 財務省「令和2年度補正予算（第1号）の概要」（令和2年4月20日）p.1。
［11］ 「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理

について」（令和2年4月22日付総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室
事務連絡）（以下、特別定額給付金については特に記載がなければ年は令和2年、
発出元は特別定額給付金室）、「婦人相談所一時保護所等への避難事例における
特別定額給付金関係事務処理について」（4月24日）、「配偶者からの暴力を理由
とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理の運用について」（4月27
日）、「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事
務処理についての自治体向けQ&Aについて」（4月27日）「事前申出期間後の親
族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱いについて」（5月1日）

［12］ 現実の事務処理において自治体間の連絡調整のため、一定期間の事前申出期間
を設けることはやむを得ないものの、平日4日間の期間内であった。

［13］ すでに住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置の対象」になっていなければ、
婦人相談所等が発行する「証明書」または市区町村、福祉事務所、民間支援団
体等が発行する「確認書」、保護命令決定書の謄本または正本が必要であった。
5月1日通知以降は、申出時ではなく支給申請時に用意できれば認められたが、
それでも多くの自治体の支給申請締切は7月または8月中のことが多く、2、3か
月の間に書類を揃えなければならない。
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［14］ 「施設入所等児童等に係る特別定額給付金関係事務処理について」「虐待により
施設等に入所措置が採られている障害者及び高齢者に係る特別定額給付金関係
事務処理について」（いずれも4月27日）「施設入所等児童等、措置入所等障害者・
高齢者に係る特別定額給付金関係事務処理に関する自治体向けQ&Aについて」

（5月15日）
［15］ 同上
［16］ 「特別定額給付金事業における在留資格や在留期間の変更等があった外国人に係

る取扱いについて」「特別定額給付金事業における難民認定申請をしている者の
子に係る取扱いについて」（いずれも5月19日）

［17］ 未成年で入管施設に収容されておらず、生活保護も受給対象外で、教会や支援
者などからの支援で生活をしている人が300人程度存在する（クローズアップ現
代2020年11月11日放送）。

［18］ 法務局や役所に自ら相談に来て行政が把握ができていた無戸籍者約800人には、
住民登録がなくても支給を始めた（朝日新聞2020年6月8日）。

［19］ 「ホームレス等への特別定額給付金の周知に関する協力依頼について」（4月28日）
「ホームレス等への特別定額給付金事業に係る自治体向けQ&Aについて」（7月17日）

［20］ 認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい「（総務大臣宛）ホームレス状
態にいる人に対する特別定額給付金の支給に関する要望」（2020年6月10日）

［21］ 本人確認方法の緩和や、住民登録を希望する者への相談・柔軟な対応については、
総務省は積極的に自治体に対応を促した（例えば、「ホームレス等に対する住所
認定の取り扱いについて」（総行住第114号令和2年6月17日総務省自治行政局
住民制度課長通知）。他方、路上生活者の住民登録について、当事者団体だけで
なく、自治体からも総務省に対し、住民票に代わる提案（戸籍の附票の活用など）
がなされたが、総務省は二重給付を防ぐための住民登録が前提との姿勢を崩さ
ず（東京新聞2020年6月18日）配送の改善はなされなかった。

［22］ ひとり親家庭の場合に、万が一自らが感染したときに子どもの面倒を見る人を
工面できないために、自主的に休業せざるを得ない場合も多かった。この場合
支援の対象にもならない（赤石2021: 35）。

［23］ その目安は職業相談（月2回）、面接（週1回）などハードな水準である。
［24］ 児童扶養手当支給時の交友関係聴取の際の役所による窓口ハラスメント（赤石

2021: 37–38）は知られているが、第一線職員による窓口対応や自立支援におけ
る継続的なかかわりのなかでクライアント支配（畠山1989）が構造的に生じる。

［25］ 「21年の生活保護申請数、前年5％上回る」（朝日新聞2022年3月2日）。
［26］ 他方、現場の社協職員からは貸付が自立につながるのか、問題の先送りになっ

ていないか疑問が呈されている（関西社協コミュニティワーカー協会「新型コ
ロナウイルス感染症特例貸付に関する社協職員アンケート報告書2021」）。

［27］ NPO法人「移住者と連帯する」全国ネットワーク「新型コロナ『移民・難民緊
急支援基金』報告書」（2020年10月31日）p.4、「外国人労働者、苦境に追い打ち」

（朝日新聞2020年5月18日）。
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［28］ 例えば、「くすぶる「10万円」の線引き」（朝日新聞2021年11月18日）。
［29］ 「生活費を渡さない」「自由に使えるお金を認めない」「浪費のための借金」など。
［30］ 「児童虐待通告、最多10.8万人 コロナ下の昨年」（朝日新聞2022年2月4日）。
［31］ とはいえ、日本の福祉国家の発展において「「家」制度を補強する機能を果たす

モノ」（久塚2014: 30）として、なぜ世帯が選ばれたのか実は明らかではない。
［32］ 本稿はデータ等の制約から因果推論にかかわる質的・量的方法論に留意した系

統だった分析や、非平時の支援のインパクトを検討する上で補完性をもつ平時
の社会保障・社会福祉へのパンデミックの影響の検討はできていない。

［33］ 本研究は、JSPS科研費18K12700、19H01443の助成を受けたものです。
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